
全国 群馬 前橋署

　健診種類 58.01% 59.07% 60.75%

食料品製造業 58.66% 55.49% 55.19%

木材木製品製造業 64.00% 66.67% 85.23%

化学工業 56.77% 61.41% 61.42%
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金属製品製造業 61.15% 63.65% 67.24%

一般機械器具製造業 58.76% 57.23% 57.86%

電気機械器具製造業 57.72% 62.33% 65.34%

輸送用機械等製造業 53.65% 56.07% 58.92%

建設業 65.12% 63.92% 62.23%

道路旅客運送業 73.93% 81.50% 82.18%

道路貨物運送業 67.50% 69.87% 69.77%

農林業 67.89% 65.33% 65.33%

商業 62.88% 64.24% 62.08%

金融広告業 58.74% 63.63% 63.85%

通信業 62.59% 65.87% 61.78%

所見率 所見率 所見率 その他 保健衛生業 55.82% 55.81% 53.75%

（％） （％） （％） 接客娯楽業 58.07% 64.26% 61.58%

3.75% 19.92% 4.15% 清掃と畜業 70.60% 79.86% 83.21%

7.56% 8.10% 3.21% その他の事業 58.80% 61.10% 63.88%

1.21% 15.00% 10.97% 59.44% 60.33% 61.42%

3.89% 32.72% 1.41%

1.61% 13.57% 0.00%
医師の指示人数

※3 20,951

※3　医師の指示人数は、健診の結果、要医療、要精
密検査等医師による指示のあった者
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25年 26年 27年 28年 29年 30年 R1年 2年 3年 4年 5年 6年
全国 53 53.2 53.6 53.8 54.1 55.5 56.6 58.5 58.7 58.5 59 59.4
群馬 53.3 53.7 54.7 55.8 55.5 57.1 59 59.9 59.5 58.8 60.5 60.3
前橋署管内 54.5 54.8 55.8 57 54.8 56.7 59 60.3 60.2 59.2 60.7 61.4

25年 26年 27年 28年 29年 30年 R1年 2年 3年 4年 5年 6年
血糖検査 9.8 10.4 11.5 11.7 11.1 11.5 12.7 12.7 12.8 13.4 13.8 13.6
尿検査（糖） 2.7 2.6 2.8 2.6 3 3 3.4 3.62 3.66 3.8 4.08 4.15
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二次健康診断等給付
の請求手続

労労災災保保険険

厚厚生生労労働働省省･･都都道道府府県県労労働働局局･･労労働働基基準準監監督督署署

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。



労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづいいてて行行わわれれるる定定期期

健健康康診診断断等等ののううちち、、直直近近ののもものの（（以以下下「「一一次次

健健康康診診断断」」とといいいいまますす））ににおおいいてて、、脳脳・・心心臓臓

疾疾患患にに関関連連すするる一一定定のの項項目目にに異異常常のの所所見見ががああ

るる場場合合にに、、二二次次健健康康診診断断等等給給付付がが受受けけらられれまま

すす。。

給給付付のの要要件件

１ 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された

ときは二次健康診断等給付を受けることができます。

① 血圧検査

② 血中脂質検査

③ 血糖検査

④ 腹囲の検査またはBMI（肥満度）の測定

なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断さ

れた場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境

等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

２ 脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された

場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

３ 労災保険の特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断

等給付の対象とはなりません。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづいいてて行行わわれれるる定定期期
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健健康康診診断断」」とといいいいまますす））ににおおいいてて、、脳脳・・心心臓臓

疾疾患患にに関関連連すするる一一定定のの項項目目にに異異常常のの所所見見ががああ

るる場場合合にに、、二二次次健健康康診診断断等等給給付付がが受受けけらられれまま

すす。。

給給付付のの要要件件

１ 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された

ときは二次健康診断等給付を受けることができます。

① 血圧検査

② 血中脂質検査

③ 血糖検査

④ 腹囲の検査またはBMI（肥満度）の測定

なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断さ

れた場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境

等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

２ 脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された

場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

３ 労災保険の特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断

等給付の対象とはなりません。



給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。



① 栄養指導

適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導

② 運動指導

必要な運動の指針を示す指導

③ 生活指導

飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導

なお、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は特定保健指

導は、実施されません。

労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(以下「健診給付病院等」といいま

す)において、直接、二次健康診断および特定保健指導を無料で受診できます。

二二次次健健康康診診断断等等給給付付のの流流れれ

二次健康診断等給付の流れは、以下のようになります。

労働者 都道府県労働局

事業主 健診給付病院等

厚生労働
本省

① 給付請求書に
証明

④ 二次健康診断等
の結果

〔事業主に提出〕
② 二次健康診断等

の受診
〔給付請求書の提出〕

③ 二次健康診断等
の結果

③
給付請求書
費用請求書

④
支払

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづいいてて行行わわれれるる定定期期

健健康康診診断断等等ののううちち、、直直近近ののもものの（（以以下下「「一一次次

健健康康診診断断」」とといいいいまますす））ににおおいいてて、、脳脳・・心心臓臓

疾疾患患にに関関連連すするる一一定定のの項項目目にに異異常常のの所所見見ががああ

るる場場合合にに、、二二次次健健康康診診断断等等給給付付がが受受けけらられれまま

すす。。

給給付付のの要要件件

１ 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された

ときは二次健康診断等給付を受けることができます。

① 血圧検査

② 血中脂質検査

③ 血糖検査

④ 腹囲の検査またはBMI（肥満度）の測定

なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断さ

れた場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境

等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

２ 脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された

場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

３ 労災保険の特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断

等給付の対象とはなりません。



請請求求のの手手続続きき

請請求求にに当当たたっっててのの注注意意事事項項

二次健康診断等給付を受けようとする方は、「二次健康診断等給付請求書」（様式第16号の10

の2）に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明することができる書類（一次健康診断の

結果の写しなど）を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出して

ください。

請求期間

二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診日から３か月以内に行ってください。た

だし、次のようなやむを得ない事情がある場合は、３か月を過ぎてからの請求も認められます。

① 天災地変により請求を行うことができない場合

② 一次健康診断を行った医療機関の都合などにより、一次健康診断の結果の通知が著しく遅

れた場合

給付を受けることができる回数

二次健康診断等給付は、１年度内（４月１日から翌年の３月31日までの間）に１回のみ受け

ることができます。そのため、同一年度内に２回以上の定期健康診断等を受診し、いずれの場

合も二次健康診断等給付の要件を満たしていた場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に

1回しか受けることができません。

二次健康診断等給付を受けることができる医療機関

二次健康診断等給付は、健診給付病院等でのみ受けることができます。

４月１日 翌年３月 日

定期健康診断等

給付対象所見
が認められる

給付対象所見
が認められる

二次健康診
断等給付を

支給

二次健康
診断等給付
支給不可

定期健康診断等

４月１日

定期健康診断等

給付対象所見
が認められる

給付対象所見
が認められる

二次健康診
断等給付を

支給

二次健康
診断等給付

支給可

定期健康診断等

翌年３月 日

３か月以内

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。



請請求求書書記記入入例例 表表面面

一次健康診断を受けた年月日

を記入してください。

実際に二次健康診断を受けた

日を記入してください。

検査が複数の日にわたって

行われた場合は、最初の日

を記入してください。

一次健康診断の結果について

記入してください。

一次健康診断における尿蛋白

検査の結果を記入してくださ

い。

脳または心臓疾患の症状の有

無について記入してください。

血糖検査の方法を記入してく

ださい。

二次健康診断および特定保健指

導を受けた医療機関の名称およ

び所在地を記入してください。

心エコー検査および頸部エ

コー検査を別の医療機関で

受けた場合は、その医療機

関については記入する必要

はありません。

一次健康診断を受けた日から

３か月以内に請求することが

できなかった場合には、その

理由について該当するものに

○を付してください。

事業主の証明が必要です。支

店長等が事業主の代理人とし

て選任されている場合、当該

支店長等の証明を受けてくだ

さい。

二次健康診断等給付を請求し

た年月日（二次健康診断等を

医療機関に申し込んだ日）を

記入してください。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

労労働働安安全全衛衛生生法法にに基基づづいいてて行行わわれれるる定定期期

健健康康診診断断等等ののううちち、、直直近近ののもものの（（以以下下「「一一次次

健健康康診診断断」」とといいいいまますす））ににおおいいてて、、脳脳・・心心臓臓

疾疾患患にに関関連連すするる一一定定のの項項目目にに異異常常のの所所見見ががああ

るる場場合合にに、、二二次次健健康康診診断断等等給給付付がが受受けけらられれまま

すす。。

給給付付のの要要件件

１ 一次健康診断の結果、異常の所見が認められること

一次健康診断の結果、次のすべての検査項目について、「異常の所見」があると診断された

ときは二次健康診断等給付を受けることができます。

① 血圧検査

② 血中脂質検査

③ 血糖検査

④ 腹囲の検査またはBMI（肥満度）の測定

なお、一次健康診断の担当医師により、①から④の検査項目において「異常なし」と診断さ

れた場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境

等を総合的に勘案し、異常の所見を認めた場合には、産業医等の意見を優先します。

２ 脳・心臓疾患の症状を有していないこと

一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された

場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。

３ 労災保険の特別加入者でないこと

特別加入者の健康診断の受診は自主性に任されていることから、特別加入者は二次健康診断

等給付の対象とはなりません。



請請求求書書記記入入例例 裏裏面面

一次健康診断を行った医師が

血圧、血中脂質、血糖値、腹

囲または 肥満度 のいず

れかについては異常なしと診

断した場合で、その後産業医

等が上記のいずれかの項目に

ついて異常を認めたことによ

り二次健康診断等給付を受け

る要件を満たした場合には、

産業医等が異常を認めた項目

に○を付してください。

請求書は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html ）
トップページ「分野別の政策一覧」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労災保険給付関係請求書等ダウンロード

請請求求書書記記入入例例 裏裏面面

一次健康診断を行った医師が

血圧、血中脂質、血糖値、腹

囲または 肥満度 のいず

れかについては異常なしと診

断した場合で、その後産業医

等が上記のいずれかの項目に

ついて異常を認めたことによ

り二次健康診断等給付を受け

る要件を満たした場合には、

産業医等が異常を認めた項目

に○を付してください。

請求書は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html ）
トップページ「分野別の政策一覧」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労災保険給付関係請求書等ダウンロード

請求書記入例 裏面

一次健康診断を行った医師が

血圧、血中脂質、血糖値、腹

囲または 肥満度 のいず

れかについては異常なしと診

断した場合で、その後産業医

等が上記のいずれかの項目に

ついて異常を認めたことによ

り二次健康診断等給付を受け

る要件を満たした場合には、

産業医等が異常を認めた項目

に○を付してください。

請求書は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html ）
トップページ「分野別の政策一覧」雇用・労働＞労働基準＞労災補償＞労災保険給付関係請求書等ダウンロード

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。

給給付付のの内内容容

二次健康診断等給付には、二次健康診断と特定保健指導があります。

１ 二次健康診断

二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検

査を行います。

① 空腹時血中脂質検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール

（LDLコレステロール）、高比重リポ蛋白コレステロール（HDLコレステロール）および血

清トリグリセライド（中性脂肪）の量により血中脂質を測定する検査

② 空腹時血糖値検査

空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量（血糖値）

を測定する検査

③ ヘモグロビンA1C（エーワンシー）検査

食事による一時的な影響が少なく、過去１～２か月間における平均的な血糖値を表すとさ

れているヘモグロビンA1Cの割合を測定する検査

※ 一次健康診断で受検している場合は、二次健康診断では行いません。

④ 負荷心電図検査または胸部超音波検査（心エコー検査）のいずれか一方の検査

・ 負荷心電図検査

階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検

査

・ 胸部超音波検査

超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査

⑤ 頸部超音波検査（頸部エコー検査）

超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査

⑥ 微量アルブミン尿検査

尿中のアルブミン（血清中に含まれるタンパク質の一種）の量を精密に測定する検査

※ 一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性（±）または弱陽性（＋）の所見が認められた場

合に限ります。

２ 特定保健指導

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医

師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導を行います。





指定医療機関番号 名称 郵便番号 住所 電話番号

1010018 医療法人　協和会アライクリニック 3702316 富岡市富岡１４２３ 0274-62-1521

1010069 医療法人　井上病院 3700053 高崎市通町５５ 027-322-3660

1010085 公立碓氷病院 3790133 安中市原市１－９－１０ 027-385-8221

1010174 医療法人　佐藤呼吸器科医院 3700069 高崎市飯塚町２５３－１ 027-362-5122

1010212 下仁田南牧医療事務組合下仁田厚生病院 3702601 甘楽郡下仁田町下仁田４０９ 0274-82-3555

1010221 医療法人　誠和会正田病院 3790116 安中市安中１－１６－３２ 027-382-1123

1010247 医療法人　済恵会　須藤病院 3790116 安中市安中３５３２－５ 027-382-3131

1010298 医療法人　博仁会第一病院 3700074 高崎市下小鳥町１２７７ 027-362-1811

1010301 はるな生活協同組合高崎中央病院 3700043 高崎市高関町４９８－１ 027-323-2665

1010379 医療法人　滋生会　塚越クリニック 3703402 高崎市倉渕町三ノ倉８１３ 027-378-3117

1010395 富岡地域医療企業団公立富岡総合病院 3702393 富岡市富岡２０７３－１ 0274-63-2111

1010425 医療法人　西村外科医院 3700015 高崎市島野町９９５ 027-352-1241

1010441 医療法人　仁和会野口病院 3700067 高崎市請地町３８ 027-322-2288

1010476 一般財団法人榛名荘　榛名荘病院 3703347 高崎市中室田町５９８９ 027-374-1135

1010506 医療法人　信愛会本多病院 3790124 安中市鷺宮２０５－１ 027-382-1255

1010531 公益財団法人　群馬慈恵会松井田病院 3790221 安中市松井田町新堀１３００－１ 027-393-1301

1010573 医療法人　刀陽会　綿貫病院 3700065 高崎市末広町４１－１ 027-322-2206

1010581 医療法人　真木会　真木病院 3700075 高崎市筑縄町７１－１ 027-361-8411

1010590 医療法人ゆかり　たかまえ病院 3700001 高崎市中尾町１２３０ 027-361-7200

1011031 仁静堂医院 3700004 高崎市井野町１２２３ 027-361-4165

1011341 医療法人　善進会　富岡成清医院 3702343 富岡市七日市５９９－６ 0274-62-2701

1011430 医療法人狩野外科医院 3703511 高崎市金古町２３０ 027-373-1310

1011561 医療法人　社団　日高会日高病院 3700001 高崎市中尾町８８６ 027-362-6201

1011588 医療法人　社団　美心会黒沢病院 3701203 高崎市矢中町１８７ 027-352-1166

1011642 医療法人社団田貫会昭和病院 3701207 高崎市綿貫町１３４１ 027-347-1171

1011677 医療法人　社団　醫光会駒井病院 3700016 高崎市矢島町４４９－２ 027-352-6212

1011693 大竹外科胃腸科 3702314 富岡市田篠９４７ 0274-64-0808

1011740 社会福祉法人榛桐会さわらび医療福祉センター 3700072 高崎市大八木町１６８－１ 027-361-6111

1011847 水内外科内科医院 3700874 高崎市中豊岡町３５－１ 027-323-4950

1011936 医療法人　社団　有賀クリニック 3700045 高崎市東町８０－７ 027-326-1711

1011944 医療法人　社団　水火会もてき脳神経外科 3700077 高崎市上小塙町５６７ 027-343-7788

1011961 医療法人　光仁会　相馬クリニック 3700873 高崎市下豊岡町１４２ 027-322-5015

1012142 医療法人社団上杉医院 3790111 安中市板鼻１－２－４３ 027-381-0448

1012151 医療法人　社団　醫光会赤城クリニック 3700076 高崎市下小塙町３２７－２ 027-340-7400

1012185 医療法人　社団　三愛会三愛クリニック 3703511 高崎市金古町１７５８ 027-373-3111

1012347 みさと診療所 3703104 高崎市箕郷町上芝６２８－１ 027-350-6080

1012533 橘内科医院 3700828 高崎市宮元町２７３ 027-322-3133

1012584 医療法人　済恵会　さわやかクリニック 3790116 安中市安中３－２５－１３ 027-382-8111

1012673 医療法人　社団美心会　黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 3701203 高崎市矢中町１８８ 027-352-1111

1020048 医療法人　朱音会内田外科医院 3710013 前橋市西片貝町２－２８５ 027-224-5061

1020137 群馬中央医療生活協同組合　前橋協立病院 3710811 前橋市朝倉町８２８－１ 027-265-3511

1020153 独立行政法人地域医療機能推進機構　群馬中央病院 3710025 前橋市紅雲町１－７－１３ 027-221-8165

1020170 医療法人　木暮医院 3703574 前橋市清野町１０４－１ 027-251-9101

1020285 医療法人　富沢医院 3710836 前橋市江田町５８０ 027-251-5414

1020471 医療法人　社団　敬寿会前橋城南病院 3792161 前橋市富田町１１７２－１ 027-268-4111

1020579 医療法人　榮知会　萩原内科医院 3792106 前橋市荒子町１５８５－２ 027-268-1415

1020749 医療法人　新井胃腸科診療所 3710034 前橋市昭和町１－１６－１０ 027-231-2083

1020820 前橋東クリニック 3792102 前橋市下大屋町５５８－９ 027-268-2260

1021010 社会福祉法人恩賜財団群馬県済生会前橋病院 3710821 前橋市上新田町５６４－１ 027-252-6011

1021206 群馬県立心臓血管センター 3710004 前橋市亀泉町甲３－１２ 027-269-7455

1021214 医療法人　北関東循環器病院 3770061 渋川市北橘町下箱田７４０ 027-232-7111

1021389 医療法人　秀心会　わかまつ循環器内科糖尿病内科クリニック 3710013 前橋市西片貝町５－１９－２０ 027-243-8700

1021508 医療法人　群栄会田中病院 3703603 北群馬郡吉岡町陣場９８ 0279-54-2106

1021524 けやきクリニック 3710802 前橋市天川町１６６６－１ 027-263-1018

1021613 斉藤内科外科クリニック 3770027 渋川市金井９３２－４ 0279-22-1678

1021672 医療法人　積心会富沢病院 3710014 前橋市朝日町４－１７－１ 027-224-3955

1021788 医療法人それいゆ会　前橋内科・内視鏡クリニック 3710014 前橋市朝日町１－３５－９ 027-243-5169

1021982 医療法人　田中醫院 3710022 前橋市千代田町１－５－５ 027-231-2443

1022032 医療法人　大山クリニック 3792123 前橋市山王町２ー２０ー１６ 027-266-5410

1022377 井口医院 3770027 群馬県渋川市金井１２８４－６ 0279-25-1100

1022393 医療法人社団　皆成会　中野医院 3770008 渋川市渋川８９３－３３ 0279-22-1219

1022423 医療法人　元気の会痛みのクリニック　長谷川医院 3703602 北群馬郡吉岡町大久保１４０６－４ 0279-30-5055

1022580 榛東わかばクリニック 3703502 北群馬郡榛東村山子田１３６９－１ 0279-20-5531
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1022709 川島内科クリニック 3770008 渋川市渋川１７７０ 0279-23-2001

1023349 医療法人　とやまクリニック　外山内科・循環器内科クリニック 3710044 前橋市荒牧町２－３３－９ 027-232-8000

1023497 さくらクリニック 3710816 前橋市上佐鳥町１２０３－２ 027-212-2434

1023501 医療法人社団　善衆会　善衆会さくらクリニック 3792117 前橋市二之宮町１３８１ 027-289-9671

1023756 一般社団法人　紡の庭　五料橋クリニック 3701115 佐波郡玉村町五料２５２－３ 0270-61-9889

1029037 独立行政法人国立病院機構　渋川医療センター 3770280 渋川市白井３８３ 0279-23-1010

1030035 伊勢崎市民病院 3720817 伊勢崎市連取本町１２－１ 0270-25-5022

1030043 医療法人　上毛会伊勢崎福島病院 3720015 伊勢崎市鹿島町５５６－２ 0270-24-3456

1030132 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合　太田記念病院 3738585 太田市大島町４５５－１ 0276-55-2200

1030213 医療法人　三省会堀江病院 3738601 太田市高林東町１８００ 0276-38-1215

1030221 医療法人　島門会本島総合病院 3730033 太田市西本町３－８ 0276-22-7131

1030264 医療法人　樹心会角田病院 3701133 佐波郡玉村町上新田６７５－４ 0270-65-7171

1031465 一般社団法人　伊勢崎佐波医師会病院 3720024 伊勢崎市下植木町４８１ 0270-24-0111

1031511 高沢胃腸科外科 3730852 太田市新井町５６７－１ 0276-45-1133

1031643 医療法人　笛木会笛木外科胃腸科 3792204 伊勢崎市西久保町２－３６５－２ 0270-62-5678

1031694 医療法人　望真会古作クリニック 3720022 伊勢崎市日之出町１３５１－８ 0270-25-3000

1035053 医療法人　慶仁会城山病院 3730817 太田市飯塚町１ 0276-46-0311

1040103 菊地医院 3760003 桐生市琴平町２－４７ 0277-45-2883

1040138 桐生地域医療組合　桐生厚生総合病院 3760024 桐生市織姫町６－３ 0277-44-7171

1040189 水沼診療所 3760141 桐生市黒保根町水沼１５５－１ 0277-96-2006

1040243 医療法人　山育会日新病院 3760001 桐生市菱町３－２０６９－１ 0277-30-3660

1040324 小島内科医院 3760006 群馬県桐生市新宿３－１－１２ 0277-44-8919

1041118 医療法人　岸会岸病院 3760011 桐生市相生町２－２７７ 0277-54-8949

1041304 医療法人　社団　三思会東邦病院 3792311 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 0277-76-6311

1041339 医療法人　社団　東郷会恵愛堂病院 3760101 みどり市大間々町大間々５０４－６ 0277-73-2211

1041487 雨宮内科医院 3760034 桐生市東１－７－１２ 0277-44-7753

1050036 落合医院 3740024 館林市本町４－５－１２ 0276-72-3160

1050044 医療法人　六花会館林記念病院 3740068 館林市台宿町７－１８ 0276-72-3155

1050079 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院 3748533 館林市成島町２６２－１ 0276-72-3140

1050133 医療法人　社団　田口会新橋病院 3740044 館林市下三林町４５２ 0276-75-3011

1050141 医療法人社団　醫光会　おうら病院 3700615 邑楽郡邑楽町篠塚３２３３－１ 0276-88-5678

1050150 社会医療法人社団慶友会宇沢整形外科 3740016 館林市松原１－１０－３０ 0276-74-8761

1051202 社会医療法人社団慶友会慶友整形外科病院 3740013 館林市赤生田町２２６７－１ 0276-49-9000

1051555 川田クリニック 3730036 太田市由良町１６２２－１１ 0276-33-7755

1051725 医療法人財団明理会　イムス太田中央総合病院 3738513 太田市東今泉町８７５－１ 0276-37-2378

1060082 医療法人　武士医院 3780321 沼田市利根町高戸谷４４８－３ 0278-56-2041

1060091 医療法人　順愛会角田外科医院 3780051 沼田市上原町１５５５－３ 0278-22-4936

1060104 利根保健生活協同組合利根中央病院 3780012 沼田市沼須町９１０－１ 0278-22-4321

1061143 医療法人　パテラ会月夜野病院 3791308 利根郡みなかみ町真庭３１６ 0278-62-2011

1061178 医療法人　大誠会内田病院 3780005 沼田市久屋原町３４５－１ 0278-23-1231

1061194 医療法人　高徳会上牧温泉病院 3791311 利根郡みなかみ町石倉１９８－２ 0278-72-5858

1061216 社会医療法人　輝城会　沼田脳神経外科循環器科病院 3780014 沼田市栄町８ 0278-22-5052

1061267 利根保健生活協同組合片品診療所 3780415 利根郡片品村鎌田３９４６－６７ 0278-58-3910

1061321 社会医療法人　輝城会　沼田クリニック 3780014 沼田市栄町６１－３ 0278-22-1188

1061330 江森内科医院 3780042 沼田市西倉内町５８８ 0278-20-1001

1061348 医療法人　にじ皇海診療所 3780304 沼田市利根町大楊９６９－２ 0278-50-8133

1069012 独立行政法人国立病院機構　沼田病院 3780051 沼田市上原町１５５１－４ 0278-23-2181

1070037 藤岡市　国民健康保険　鬼石病院 3701401 藤岡市鬼石１３９－１ 0274-52-3121

1070061 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院 3758503 藤岡市中栗須８１３－１ 0274-22-3311

1070088 医療法人祥淳会　野中医院 3701301 高崎市新町２１３６－６ 0274-42-0219

1071122 神流町国民健康保険直営中里診療所 3701602 多野郡神流町神ヶ原４３０－１ 0274-58-2201

1071360 医療法人　吉井中央診療所 3702132 高崎市吉井町吉井４１５－１ 027-387-5889

1071378 医療法人　和光会光病院 3750023 藤岡市本郷１０４５ 0274-24-1234

1071548 多野藤岡医療事務市町村組合公立藤岡総合病院附属外来センター 3750015 藤岡市中栗須８１３－１ 0274-22-3311

1080032 社会医療法人輝城会　吾妻脳神経外科循環器科 3770801 吾妻郡東吾妻町大字原町７６０－１ 0279-68-5211

1080083 長生病院 3771304 吾妻郡長野原町長野原７１ 0279-82-2188

1080091 原町赤十字病院 3770882 吾妻郡東吾妻町大字原町６９８ 0279-68-2711

1080121 桜井クリニック 3771525 吾妻郡嬬恋村大字西窪３０－３ 0279-97-3800

1080130 草津外科内科クリニック 3771711 吾妻郡草津町草津２４９－３６ 0279-88-9660

1081136 医療法人　あすなろ会家崎医院 3770423 吾妻郡中之条町伊勢町８５４－４ 0279-75-3030

1090011 一般財団法人　日本健康管理協会 3720822 伊勢崎市中町６５５－１ 0270-26-7000




